
 

    66

 第第55章章  地地震震・・津津波波災災害害にに強強いいままちちづづくくりりのの  

推推進進ののたためめにに行行うう事事業業又又はは事事務務    

本章では、「4 章 地震・津波災害に強いまちづくりに向けた基本的な考え方」に

示した今後のまちづくりの方針にもとづき地震・津波に強いまちづくりを進めてい

くため、推進計画区域内において実施する事業及び事務を示す。 

なお、ここで記載した事業又は事務は、策定時点で関係機関等と本計画に記載す

ることについて調整が整ったものについて記載したものであり、今後の調整状況に

より、逐次、事業又は事務を見直すものとする。 

 

5.1. 課題の抽出 

必要な事業及び事務を選定するため、地震・津波に強いまちづくりの推進に向けて本市

が現在抱えている課題を整理する。 
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5.1.1. 地区別の課題 
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